


別紙 
補 足 説 明 事 項 

1） 契約書作成の要否 
不要 

 
2） 入札の無効 

（1） 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 
（2） その他入札条件に違反した入札 
 

3） 契約手続きについて使用する言語及び通貨 
日本語及び日本国通貨 

 
4） 入札者に求められた義務 

入札者が作成した書類等は当研究所において審査し、採用し得ると判断した場合の入札書のみを入札の対象と
する。また、提出した資料について説明を求められた時は、これに応じなければならない。 

 
5） 落札者の決定方法 

本仕様書を満足できると判断した場合の入札書のうち、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行
った入札者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きによる抽選に
より落札者を決定する。 
入札は、契約の申込として取り扱う。 

 
6） 入札保証金及び契約保証金 

免除する 
 
7） 支払条件 

検査払い 
 
8） 必要書類 

入札には以下の書類を持参すること。 
（1） 入札書：3枚 
（2） 見積書用紙：複数枚   公益財団法人環境科学技術研究所 佐々木 昭吉 宛 

（1時間あたりの労務単価が記載されていないもの。随意契約時に単価を記入のうえ提出すること。） 
（3） 質問書：原本 
（4） 委任状、その他これに準ずる書類：代理人（随意契約に関する権限も有すること）をもって入札する場合

に提出すること。 
（5） 労働者派遣事業許可証の写し 

入札の日において労働者派遣事業の許可を受けていること。 
許可証の有効期間が仕様書 4.（1）に定める業務期間満了日に達していない場合は、労働者派遣事業許可
等の申請を行っていることがわかる許可等に係る労働者派遣事業申請書（労働局の受理印が押印されたも
の）の写しを提出すること。申請をしていない、または、申請を行っているが受理印がない場合は、労働
者派遣事業許可等の申請を行い、業務期間満了日まで派遣する旨の誓約書（様式1）を提出すること。 

 
9） 現場説明 

無し 
 
10） 質問書 

（1） 提出期限：令和8年3月13日(金)： 12時まで 
入札に参加を希望する者は、質問の有無に関わらず、電子メールにて質問書を提出すること。 

（2） 回  答：令和8年3月16日(月)13時～17時 
質問があった場合、上述の時間内に電子メールにて回答する。なお、回答は、入札に参加を希望

する者全てに一斉送信する。 
（3） 質問書の提出先 

総務部総務課契約係 高橋 早苗 
E - M a i l ies_keiyaku@ies.or.jp 
T E L 0175-71-1219（直通） 

 
11） その他 

（1） 入札申込者心得書のとおり。 
（2） 契約名称、契約締結日、契約相手の商号又は名称・住所、契約金額を当研究所ホームページに掲載する場合

がある。 



派遣先における教育訓練及び福利厚生施設について 

（待遇情報） 

 

 

１．教育訓練の実施について 

 

■ 実施する 

〔訓練名称〕 

放射線安全に係る保安教育訓練（放射線業務従事者対象） 

〔訓練内容〕 

関係法令 

当研究所規程 

安全取扱 

その他基礎知識 

 

□ 実施しない 

 

 

 

２． 福利厚生施設の有無について 

 

① 食堂    無し 

② 休憩室   無し 

③ 更衣室   有り 

 

 

 



 

入 札 書 

 

 

件 名：分子生物学的解析作業 

 

 

金 額： 円 

（消費税及び地方消費税を除く） 

 

上記金額により契約条項を承認のうえ入札いたします。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人環境科学技術研究所 

総務部長  佐々木 昭吉 殿 

 

住 所  

会社名  

代表者                印 

代理人                印 



令和  年  月  日 

 

質 問 書 

 

 

公益財団法人環境科学技術研究所 

  総務部長  佐々木 昭吉 殿 

 

住 所  

会社名  

代表者               印 

  

 

 

 

入札件名：分子生物学的解析作業 

 

 

 

    【質問事項】 

 ・ 

 

 



令和  年  月  日 

 

委 任 状 

 

 

 

公益財団法人環境科学技術研究所 

  総務部長  佐々木 昭吉 殿 

 

住 所  

会社名  

代表者               印 

 

 

 

 

私は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。 

 

受 任 者 住所 

 所属 

 氏名 

 

 

委任事項  以下の入札並びに見積に関する一切の事項 

・分子生物学的解析作業 

 

 

 

受任者使用印鑑 

 

 



様式１ 

 

公益財団法人環境科学技術研究所 

理事長 島田 義也 殿 

 

 

誓約書 

 

 私は、労働者派遣事業許可等の申請を行い、契約仕様書４．（１）に定める業務期間満了日ま

で、派遣いたします。 

 当該許可申請を行わなかった、または、不許可であり業務期間満了日まで派遣できず損害を与

えた場合は、一切の損害を賠償いたします。 

 

許可等に係る申請状況 

 □申請中 

 □未申請（  月頃申請） 

 

令和  年  月  日 

  住 所 

  氏 名 

  代表者               印 

 

 



仕様書 

 

1. 件名  分子生物学的解析作業 

 

2. 派遣場所、指揮命令者及び派遣先責任者等 

派遣場所 

公益財団法人環境科学技術研究所 先端分子生物科学研究センター 

青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢 2-121 

公益財団法人環境科学技術研究所 低線量生物影響実験棟 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前１－７ 

指揮命令者 

  生物影響研究部 部長   小林 敏之 

    次長   小村 潤一郎 

    主任研究員  杉原 崇 

    副主任研究員  高井 大策 

    研究専任員  田中 イグナシャ 

    研究員   山内 一己 

    研究員   中平 嶺  

    研究員   中村 慎吾 

    研究員   藤川 勝義 

    研究員   香田 淳 

    研究員   廣内 篤久 

    研究員   小倉 啓司 

    研究員   藤原 健太郎 

    研究員   衣川 哲弘 

 派遣先責任者 

  総務部  部長   佐々木 昭吉 

 苦情の申し出を受ける者 

  総務部総務課  課長   高田 琢央 

組織単位 

  生物影響研究部 

 

3. 目的 

低線量率放射線による生物影響に関する調査を遂行するために研究支援業務を行う。 

 

4. 業務期間、業務時間及び派遣人員 

（1）業務期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 19 日 



（2）業務時間 原則、月曜日∼金曜日(8 時 30 分から 17 時 15 分(12 時から 60 分間は休憩)) 

・詳細は別紙のとおり 

・当研究所は、業務上の都合により、業務日時、業務時間を変更することができる。 

・必要に応じ、業務時間外であっても業務を実施する場合がある。 

 

（3）派遣人員   4 名  

派遣労働者が遅参早退及び勤務しない場合、直ちに当研究所に連絡するものとし、交

代用員を派遣するかを当研究所が適宜判断して指示する。 

 

5. 業務概要及び派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

業務概要 

① DNA、RNA、タンパク等サンプリングおよび解析作業 

② 細胞培養および関連作業 

③ 免疫染色等組織解析作業 

④ マウス飼育と解剖および関連作業 

⑤ 動物胚操作関連作業 

※動物管理区域、放射線管理区域、遺伝子組換え実験区域への立ち入り業務を含む。 

業務に伴う責任の程度 

役職を有しない。 

 

6. 業務に必要な資格・スキル等 

・動物実験および生物学に関し、基礎的な知識を有すること。 

・Word、Excel を使用したデータ整理の経験を有すること。 

・卵、胚操作の経験を有すること。 

 

7. 派遣労働者の服務等 

（1）派遣労働者は、当研究所の安全衛生管理規則他関連規程等を適用する。 

（2）派遣労働者は、労働安全衛生法を遵守するものとする。 

（3）派遣元は派遣労働者に安全管理を徹底させるほか、職務態度等について万全の監督を

行うものとする。 

（4）派遣元は、派遣労働者に一般健康診断等を受講させ派遣労働者の安全管理に万全をき

すものとする。 

（5）派遣労働者は、当研究所の管理上の諸規定に従うほか当研究所とよく相談し、業務を

効率よく遂行するものとする。 

（6）派遣労働者は業務上知りえた情報を第三者に開示、または利用してはならない。 

（7）業務遂行上得られた特許等知的所有権は、当研究所に属するものとする。 

（8）異常事態が発生した場合には、直ちに所定の連絡先に通報し、その指示に従うものと

する。 



 

8. 提出書類 

派遣労働者決定後下記の書類を提出すること。 

（1）派遣労働者に関する派遣先への通知文書 

（2）派遣元責任者名簿 

（3）派遣元の時間外休日勤務協定書（届） 

なお、当研究所が新たに書類の提出を求めた場合及び書類の提出後内容が変更された場合

は、速やかに書類を提出すること。 

 

9. 検収 

毎月の管理台帳により本仕様書に定める業務の終了を確認する。 

 

10．その他 

（1）放射線管理区域で使用する靴、作業衣等については当研究所で負担する。 

（2）特殊健康診断（放射線業務及び特定化学物質使用業務に常時従事するため）、被ばく線

量測定（1 名は 1 箇所、3 名は 2 箇所）については、当研究所で負担する。 

（3）本派遣に伴い生じる費用は、本項で当研究所負担とされているものを除き、派遣元負

担とする。 

（4）業務遂行上派遣労働者が被った災害、当研究所の原因により生じた災害を除き、当研

究所は一切の責任を負わないものとする。 

（5）派遣労働者はマウスのアレルギーがないこと。 

（6）一般健康診断は派遣元において実施する。 

（7）業務開始後の教育訓練は当研究所にて実施する。 

（8）本作業の一部については、放射線管理区域で行う。放射線管理区域内の作業にあたっ

ては、「放射線管理関係法令の遵守義務」を適用する。 

（9）派遣労働者は、労使協定方式の対象となる派遣労働者に限定する。 

（10）派遣労働者は、無期雇用派遣労働者に限定する。なお、60 歳以上の者には限定しない。 

（11）その他、本仕様書に規定されていない事項については、協議の上処理するものとする。 

 



件名：分子生物学的解析作業 別紙

令和8年度業務予定日

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1 (水) 4名 1 (金) 4 名 1 (月) 4 名 1 (水) 4 名 1 (土) 1 (火) 4 名 1 (木) 4 名 1 (日) 1 (火) 4名 1 (金) 1 (月) 4名 1 (月) 4名 非業務日

2 (木) 4名 2 (土) 2 (火) 4 名 2 (木) 4 名 2 (日) 2 (水) 4 名 2 (金) 4 名 2 (月) 4名 2 (水) 4名 2 (土) 2 (火) 4名 2 (火) 4名 休日

3 (金) 4名 3 (日) 3 (水) 4 名 3 (金) 4 名 3 (月) 4 名 3 (木) 4 名 3 (土) 3 (火) 3 (木) 3 (日) 3 (水) 4名 3 (水) 4名 業務日

4 (土) 4 (月) 4 (木) 4 名 4 (土) 4 (火) 4 名 4 (金) 4 名 4 (日) 4 (水) 4名 4 (金) 4名 4 (月) 4名 4 (木) 4名 4 (木) 4名

5 (日) 5 (火) 5 (金) 4 名 5 (日) 5 (水) 4 名 5 (土) 5 (月) 4 名 5 (木) 4名 5 (土) 5 (火) 4名 5 (金) 4名 5 (金) 4名

6 (月) 4名 6 (水) 6 (土) 6 (月) 4 名 6 (木) 4 名 6 (日) 6 (火) 4 名 6 (金) 4名 6 (日) 6 (水) 4名 6 (土) 6 (土)

7 (火) 4名 7 (木) 4 名 7 (日) 7 (火) 4 名 7 (金) 4 名 7 (月) 4 名 7 (水) 4 名 7 (土) 7 (月) 4名 7 (木) 4名 7 (日) 7 (日)

8 (水) 4名 8 (金) 4 名 8 (月) 4 名 8 (水) 4 名 8 (土) 8 (火) 4 名 8 (木) 4 名 8 (日) 8 (火) 4名 8 (金) 4名 8 (月) 4名 8 (月) 4名

9 (木) 4名 9 (土) 9 (火) 4 名 9 (木) 4 名 9 (日) 9 (水) 4 名 9 (金) 4 名 9 (月) 4名 9 (水) 4名 9 (土) 9 (火) 4名 9 (火) 4名

10 (金) 4名 10 (日) 10 (水) 4 名 10 (金) 4 名 10 (月) 4 名 10 (木) 4 名 10 (土) 10 (火) 4名 10 (木) 4名 10 (日) 10 (水) 4名 10 (水) 4名

11 (土) 11 (月) 4 名 11 (木) 4 名 11 (土) 11 (火) 11 (金) 4 名 11 (日) 11 (水) 4名 11 (金) 4名 11 (月) 11 (木) 11 (木) 4名

12 (日) 12 (火) 4 名 12 (金) 4 名 12 (日) 12 (水) 4 名 12 (土) 12 (月) 12 (木) 4名 12 (土) 12 (火) 4名 12 (金) 4名 12 (金) 4名

13 (月) 4名 13 (水) 4 名 13 (土) 13 (月) 4 名 13 (木) 4 名 13 (日) 13 (火) 4 名 13 (金) 4名 13 (日) 13 (水) 4名 13 (土) 13 (土)

14 (火) 4名 14 (木) 4 名 14 (日) 14 (火) 4 名 14 (金) 4 名 14 (月) 4 名 14 (水) 4 名 14 (土) 14 (月) 4名 14 (木) 4名 14 (日) 14 (日)

15 (水) 4名 15 (金) 4 名 15 (月) 4 名 15 (水) 4 名 15 (土) 15 (火) 4 名 15 (木) 4 名 15 (日) 15 (火) 4名 15 (金) 4名 15 (月) 4名 15 (月) 4名

16 (木) 4名 16 (土) 16 (火) 4 名 16 (木) 4 名 16 (日) 16 (水) 4 名 16 (金) 4 名 16 (月) 4名 16 (水) 4名 16 (土) 16 (火) 4名 16 (火) 4名

17 (金) 4名 17 (日) 17 (水) 4 名 17 (金) 4 名 17 (月) 4 名 17 (木) 4 名 17 (土) 17 (火) 4名 17 (木) 4名 17 (日) 17 (水) 4名 17 (水) 4名

18 (土) 18 (月) 4 名 18 (木) 4 名 18 (土) 18 (火) 4 名 18 (金) 4 名 18 (日) 18 (水) 4名 18 (金) 4名 18 (月) 4名 18 (木) 4名 18 (木) 4名

19 (日) 19 (火) 4 名 19 (金) 4 名 19 (日) 19 (水) 4 名 19 (土) 19 (月) 4 名 19 (木) 4名 19 (土) 19 (火) 4名 19 (金) 4名 19 (金) 4名

20 (月) 4名 20 (水) 4 名 20 (土) 20 (月) 20 (木) 4 名 20 (日) 20 (火) 4 名 20 (金) 4名 20 (日) 20 (水) 4名 20 (土) 20 (土)

21 (火) 4名 21 (木) 4 名 21 (日) 21 (火) 4 名 21 (金) 4 名 21 (月) 21 (水) 4 名 21 (土) 21 (月) 4名 21 (木) 4名 21 (日) 21 (日)

22 (水) 4名 22 (金) 4 名 22 (月) 4 名 22 (水) 4 名 22 (土) 22 (火) 22 (木) 4 名 22 (日) 22 (火) 4名 22 (金) 4名 22 (月) 4名 22 (月)

23 (木) 4名 23 (土) 23 (火) 4 名 23 (木) 4 名 23 (日) 23 (水) 23 (金) 4 名 23 (月) 23 (水) 4名 23 (土) 23 (火) 23 (火)

24 (金) 4名 24 (日) 24 (水) 4 名 24 (金) 4 名 24 (月) 4 名 24 (木) 4 名 24 (土) 24 (火) 4名 24 (木) 4名 24 (日) 24 (水) 4名 24 (水)

25 (土) 25 (月) 4 名 25 (木) 4 名 25 (土) 25 (火) 4 名 25 (金) 4 名 25 (日) 25 (水) 4名 25 (金) 4名 25 (月) 4名 25 (木) 4名 25 (木)

26 (日) 26 (火) 4 名 26 (金) 4 名 26 (日) 26 (水) 4 名 26 (土) 26 (月) 4 名 26 (木) 4名 26 (土) 26 (火) 4名 26 (金) 4名 26 (金)

27 (月) 4名 27 (水) 4 名 27 (土) 27 (月) 4 名 27 (木) 4 名 27 (日) 27 (火) 4 名 27 (金) 4名 27 (日) 27 (水) 4名 27 (土) 27 (土)

28 (火) 4名 28 (木) 4 名 28 (日) 28 (火) 4 名 28 (金) 4 名 28 (月) 4 名 28 (水) 4 名 28 (土) 28 (月) 4名 28 (木) 4名 28 (日) 28 (日)

29 (水) 29 (金) 4 名 29 (月) 4 名 29 (水) 4 名 29 (土) 29 (火) 4 名 29 (木) 4 名 29 (日) 29 (火) 29 (金) 4名 () 29 (月)

30 (木) 4名 30 (土) 30 (火) 4 名 30 (木) 4 名 30 (日) 30 (水) 4 名 30 (金) 4 名 30 (月) 4名 30 (水) 30 (土) () 30 (火)

() 31 (日) () 31 (金) 4 名 31 (月) 4 名 () 31 (土) () 31 (木) 31 (日) () 31 (水)

合計日数 総日数

4月 84名 5月 72名 6月 88名 7月 88名 8月 80名 9月 76名 10月 84名 11月 76名 12月 76名 1月 76名 2月 72名 3月 60名 932名



1/4 

別紙 

放射線管理関係法令の遵守義務 

 

1.目的 

仕様書本文中に記載する派遣業務に係る放射線管理区域内の作業（以下「管理区域内

作業」という。）を安全かつ的確に実施するため、｢労働安全衛生法｣等に基づき派遣労働者

及び派遣元事業者が遵守しなければならない放射線管理上の必要事項を定めるものであ

る。 

 

 

2.適用範囲 

当研究所の放射線障害予防規程（以下「予防規程」という。）に規定する「放射線業務従事

者」又は「一時立入者」として管理区域内作業を行う派遣労働者及び派遣元事業者に適用す

る。 

 

 

3.放射線管理の基本事項 

1) 派遣元事業者は、労働基準法及び労働安全衛生法並びに労働者災害補償保険法、加

えて労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の

関係法令を遵守すること。 

2) 派遣労働者は、当研究所が規定する予防規程、事故対策規定及び地震対応要領等の

諸規則を遵守すること。 

3） 派遣労働者は、管理区域内の作業開始にあたっては「放射線業務従事者」又は「一時立

入者」の申請を行い、当研究所の許可を受けること。 

4） 派遣労働者に係る電離放射線障害防止規則（以下「電離則」という。）に基づく被ばく線

量に係る管理、電離放射線健康診断（以下「電離健診」という。）に係る管理は、当研究所

が行う。 

 

 

4.保安管理 

派遣元事業者は、派遣労働者の個人被ばく管理等を確実かつ円滑に実施するため、管

理体制の整備に協力すること。 

 

4.1放射線業務従事者に係る管理 
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4.1.1放射線業務従事者に係る放射線管理について 

1） 当研究所が実施する派遣労働者に係る電離則第 8条、第 9条に基づく被ばく線量の測

定結果及び同則第 56条に基づく電離健診の結果及び保安教育の実施記録について、

派遣元事業者へ通知するものとする。 

2) 派遣元事業者は、当研究所が実施する電離則第 56条に基づく電離健診の実施に協力

すること。 

3) 派遣労働者は、当研究所が実施する予防規程等に基づく保安教育を受講すること。 

 

4.1.2放射線業務従事者の手続きについて 

管理区域内の作業に従事する業務の派遣元事業者及び当該派遣労働者は、予防規程

に規定する放射線業務従事者の指定登録及び指定解除に係る以下の手続き等を行うものと

する。 

 

1) 放射線業務従事者の指定登録にあたっての準備 

①放射線被ばく経歴の調査 

派遣元事業者は、被ばく線量登録管理制度に基づく放射線管理手帳又はＲＩ被ばく

線量登録管理制度に基づく経歴照会回答票等を用いて派遣労働者の被ばく歴の確

認を行うこと。 

②健康診断の受診 

派遣労働者は、当研究所が実施する電離則第 56条に基づく電離健診を受診するこ

と。 

 

2) 放射線業務従事者の指定登録の申請 

派遣労働者は、所定の『放射線業務従事者指定申請書（様式：技放 1-1-1又は技放

2-1）』に所定事項を記入の上、「放射線管理手帳又は経歴照会回答票の写し」を添付し、

提出すること。なお、過去 6月以内に電離健診を受診している場合は当該受診結果の写

しを合わせて提出すること。 

 

3) 放射線業務従事者の指定解除 

派遣労働者は、管理区域内作業を終了する際は、『放射線業務従事者解除届（様式：

技放 1-5-1又は技放 2-5）』に所定事項を記入の上、提出すること。 

 

4.1.3放射線業務従事者の個人管理 

派遣元事業者及び派遣労働者は、放射線業務従事者の指定登録を開始してから指定解

除するまでの期間（以下「指定期間」という。）について、以下の事項を行うものとする。 
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1) 外部被ばく線量の測定 

①派遣労働者は、当研究所が準備する個人線量計を用いて実効線量及び等価線量の

測定を行うこと。 

②派遣労働者は、当研究所が配布する個人線量計の測定結果を確認した上で所定の

記録に受領印を押印すること。 

 

2) 定期的な健康診断の受診 

派遣労働者は、当研究所が定期的に実施する電離健診を受診すること。 

 

3) 個人管理 

派遣元事業者は、当研究所が行う被ばく線量等の通知を用いて被ばく線量登録管理

制度に基づく個人管理に努めること。 

 

 

4.2一時立入者に係る放射線管理 

管理区域内に一時的に立ち入って業務を実施する派遣労働者は、予防規程に規定する

一時的な立ち入りに係る以下の手続き等を行うものとする。 

 

1)管理区域への一時的な立ち入り 

管理区域内に一時的に立ち入って業務を実施する際は、当該施設、設備及び機器に

ついて十分な知識を有した放射線業務従事者の随行のもとに行うものとする。 

 

2)一時立入の申請 

『管理区域一時立入申請書／許可書（様式：技放 1-2-1、技放 1-2-2、技放 2-2）』に所

定事項を記入の上、提出すること。 

 

3)立入前教育について 

当研究所が実施する管理区域への立ち入りに関する注意事項等の説明を受けるととも

に、当該事項を遵守すること。 

 

4)外部被ばく線量の測定 

外部被ばく線量の測定は、当研究所のポケット線量計等の個人被ばく測定器により行

い、当該測定結果に計画外の被ばくが無いことを確認すること。 

ただし、一時立入者が複数で、かつ、同一行動となるような場合は、代表者のみの測定

とすることが出来る。 
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4.3特定の区域立ち入りに係る本人の信頼性確認 

一部の区域への立ち入りに際し、当研究所の随行無く立ち入りを行う者については、

運転免許証、パスポート、個人番号カード等の公的機関が発行した顔写真付きの書

類、又は住民票記載事項証明書、健康保険証等の 2種類以上の公的書類（以下「運

転免許証等」という。）の原本の写しを提出し、事前に当研究所の承認を受けるもの

とする。 

なお、当該区域への立ち入りに際して当研究所の随行の下に立ち入りを行う者は、

その立ち入りの前に運転免許証等を提示し確認を受けるものとする。 

 

5.提出書類一覧 

No 報告書類件名 提出頻度 部数 様式等 

1 

放射線業務従事者指定申請書 

（過去 6月以内に電離健診を受診

している場合は当該受診結果の

写しを添付すること） 

原則として作業開

始の 2週間前まで 
1部 

本所側 技放 1-1-1 

AMBIC側 技放 2-1 

2 
管理区域一時立入 

申請書／許可書 

原則として立入開

始の 1週間前まで 
1部 

低線量棟 技放 1-2-1 

全天候 技放 1-2-2 

AMBIC 技放 2-2 

3 放射線業務従事者解除届 

作業の終了が明確

になったとき又は作

業が終了したとき、

速やかに 

1部 

本所側 技放 1-5-1 

AMBIC側 技放 2-5 

4 

放射線管理手帳の「A.個人識別

項目、E.被ばく前歴、G.被ばく歴

および原子力等施設での従事者

指定・解除（当該年度分）」頁の写

し又は経歴照会回答票の写し等 

原則として作業開

始の 2週間前まで 
1部            

注 1) 提出書類の No.1～3に係る様式については、別途支給する。 

注 2) 提出書類の作成にあたっては、その都度最新の様式か確認を経て作成すること。 

※提出書類については、個人情報の保護に留意し当研究所の安全管理及び関係法令により必要と

される業務のため、当研究所及び当該業務を委託する会社が利用いたします。また、当該目的以

外で使用することはありません。 

 


